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 富山県災害救助法施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年４月17日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県規則第35号 

   富山県災害救助法施行規則の一部を改正する規則 

第１条 富山県災害救助法施行規則（平成12年富山県規則第63号）の一部を次のよ 

毎週月.水.金曜日発行 
令和８年４月17日 

金 曜 日 



  2  令和８年４月 17日    富 山 県 報          第 5508号   

 

 うに改正する。 

  第４条中「別表第１のとおりとする」を「災害救助法による救助の程度、方法 

 及び期間並びに実費弁償の基準（平成25年内閣府告示第 228号。以下「告示」と 

 いう。）に定めるところによる。ただし、この告示によっては救助の適切な実施 

 が困難な場合には、内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で、救助の程度、 

 方法及び期間を別に定める」に改める。 

  第９条の見出しを「（協力令書等）」に改め、同条第１項中「対しては、協力 

 令書（様式第７号）を交付する」を「対する協力令書及び協力取消令書は、次に 

 定める様式による」に改め、同項に次の各号を加える。 

  ⑴ 協力令書 様式第７号 

  ⑵ 協力取消令書 様式第８号の２ 

  第９条に次の１項を加える。 

 ３ 第１項第２号の協力取消令書を交付したときは、救助協力者台帳にその理由 

  を詳細に記録し、併せて前項の登録を抹消するものとする。 

  第10条中「及び公用取消令書」を「、公用取消令書、協力令書及び協力取消令 

 書」に改める。 

  第11条中「別表第２」を「別表」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ２ 法第８条第４項の規定による実費弁償に関して必要な事項は、告示に定める 

  ところによる。 

  別表第１を削る。 

  別表第２中「第４号」を「第５号」に、「22,400円」を「22,600円」に、 
 

｢ 薬剤師、診療放射線

技師、臨床検査技師、 

臨床工学技士及び歯

科衛生士 

14,700円以内  

を 

  

  

 保健師、助産師、看

護師及び准看護師 

13,500円以内 

」 
  

｢ 薬剤師、保健師、助

産師、看護師、准看 

14,700円以内 
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 護師、診療放射線技 

師、臨床検査技師、 

臨床工学技士及び歯

科衛生士 

 

 

 
に、「14,000円」を「14,900円」に、 

 

」 
 

｢  土木技術者及び建築

技術者 

15,600円以内   

」 

 を 
 

｢  保育士、社会福祉士、 

介護福祉士、介護支

援専門員、精神保健

福祉士、公認心理師

及び児童福祉法（昭

和22年法律第 164号） 

第24条の26第２項に 

規定する指定障害児

相談支援又は障害者

の日常生活及び社会

生活を総合的に支援

するための法律（平

成17年法律第 123号） 

第51条の17第２項に

規定する指定計画相

談支援に従事する者

として内閣府令で定

める者 

14,700円以内  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」 

 土木技術者及び建築

技術者 

15,600円以内 

 に、「23,000円」を「29,400円」に、「22,800円」を「30,900円」に、「24,800 

 円」を「31,500円」に、「第５号から第10号まで」を「第６号から第11号まで」 
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 に改め、同表を別表とする。 

  様式第１号中「法人にあっては所在地、名称及び代表者の氏名」を「法人その 

 他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名」に、 
 

｢     
 

    
」 

 を 
 

｢     
 

    
 

  その他必要な事項    
」 

 に、 

 「   年  月  日 

                   住  所 

                   氏  名              」 

 を 

 「   年  月  日 

                   住  所 

                   氏  名 

                   （法人その他の団体にあっては、主たる 

                    事務所の所在地、名称及び代表者の氏 

                    名）               」 

 に改める。 

  様式第１号の２中「法人にあっては所在地、名称及び代表者の氏名」を「法人 

 その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名」に、 
 

｢     
 

    
」 

 を 
 

｢     
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  その他必要な事項    
」 

に、 

 「   年  月  日 

                   住  所 

                   氏  名              」 

 を 

 「   年  月  日 

                   住  所 

                   氏  名 

                   （法人その他の団体にあっては、主たる 

                    事務所の所在地、名称及び代表者の氏 

                    名）               」 

 に改める。 

  様式第１号の３中「法人にあっては所在地、名称及び代表者の氏名」を「法人 

 その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名」に、 
 

｢      
 

     
」 

 を 
 

｢      
 

     
 

  その他必要な事項    
」 

 に、 

 「   年  月  日 

                   住  所 

                   氏  名              」 

 を 

 「   年  月  日 

                   住  所 

                   氏  名 
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                   （法人その他の団体にあっては、主たる 

                    事務所の所在地、名称及び代表者の氏 

                    名）               」 

 に改める。 

  様式第１号の４中「法人にあっては所在地、名称及び代表者の氏名」を「法人 

 その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名」に、 
 

｢ 物資       
」 

 を 
 

｢ 物資       
 

  その他必要な事項 」 

 に、 

 「   年  月  日 

                   住  所 

                   氏  名              」 

 を 

 「   年  月  日 

                   住  所 

                   氏  名 

                   （法人その他の団体にあっては、主たる 

                    事務所の所在地、名称及び代表者の氏 

                    名）               」 

 に改める。 

  様式第２号中「法人にあっては所在地、名称及び代表者の氏名」を「法人その 

 他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名」に、 

 「   年  月  日 

                   住  所 

                   氏  名              」 

 を 

 「   年  月  日 

                   住  所 
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                   氏  名 

                   （法人その他の団体にあっては、主たる 

                    事務所の所在地、名称及び代表者の氏 

                    名）               」 

 に改める。 

  様式第３号中「法人にあっては所在地、名称及び代表者の氏名」を「法人その 

 他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名」に、 

 「   年  月  日 

                   住  所 

                   氏  名              」 

 を 

 「   年  月  日 

                   住  所 

                   氏  名 

                   （法人その他の団体にあっては、主たる 

                    事務所の所在地、名称及び代表者の氏 

                    名）               」 

 に改める。 

  様式第７号（表）中 

 「                 生 年 月 日             」 

 を 

 「                 生 年 月 日 

                   （法人その他の団体にあっては、主たる 

                    事務所の所在地、名称及び代表者の氏 

                    名）               」 

 に、 
 

｢  出頭すべき日時及び場所   
」 

 を 
 

｢  出頭すべき日時及び場所 

 （法人その他団体については 
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  従事すべき業務の内容計画）    
  その他必要と認める事項   」 

 に、 

 「                 氏  名 

 

  富山県知事        殿                     」 

 を 

 「                 氏  名 

                   （法人その他の団体にあっては、主たる 

                    事務所の所在地、名称及び代表者の氏 

                    名）                

 

  富山県知事        殿                     」 

 に改める。 

  様式第８号中 

 「                 生 年 月 日              」 

 を 

 「                 生 年 月 日              

                   （法人その他の団体にあっては、主たる 

                    事務所の所在地、名称及び代表者の氏 

                    名）               」 

 に、 

 「                 氏  名 

 

  富山県知事        殿                     」 

 を 

 「                 氏  名 

                   （法人その他の団体にあっては、主たる 

                    事務所の所在地、名称及び代表者の氏 
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                    名）                

 

  富山県知事        殿                     」 

 に改め、同様式の次に次の１様式を加える。 
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 様式第８号の２（第９条関係） 

   第   号 
       

  協  力  取  消  令  書 

                                      住    所 

                    氏    名 

                    職業（業種） 

                    生 年 月 日 

                   （法人その他の団体にあっては、主たる 
                    事務所の所在地、名称及び代表者の氏 
                    名） 

 

   災害救助法第８条の規定による協力命令（   年  月  日付け第   

   号）は、その必要がなくなったので、取り消します。  

      年  月  日 

富山県知事           印  

  切取り線   

 

受   領   書 

協力取消令書（   年  月  日付け第   号）を受領しました。 

             午前 
    年  月  日      時  分 
             午後 

      住  所              

氏  名              

  （法人その他の団体にあっては、主たる 
  事務所の所在地、名称及び代表者の氏 

                    名） 

 

  富山県知事        殿 
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  様式第９号中 

 「                 生 年 月 日             」 

 を 

 「                 生 年 月 日 

                   （法人その他の団体にあっては、主たる 

                    事務所の所在地、名称及び代表者の氏 

                    名）               」 

 に、                                   
 

｢  従 事 す べ き 業 務  

｣ 

を 

｢  従事（協力）すべき業務  

  従 事 す べ き 場 所  従事（協力）すべき場所  に、 

  従 事 す べ き 期 間  従事（協力）すべき期間 
」 

                                      
｢  公 用 令 書 取 消 理 由 

｣ 
を ｢  公用（協力）令書取消理由  

｣ 
に改める。 

  様式第10号中 

「                  氏 名               」 

 を 

「                  氏 名                 

                   （法人その他の団体にあっては、主たる 

                    事務所の所在地、名称及び代表者の氏 

                    名）               」 

 に、「第５条」の次に「第１項（第２項）」を、「従事」の次に「（協力）」を、 

 「公用」の次に「（協力）」を加える。 

第２条 富山県災害救助法施行規則の一部を次のように改正する。 

  別表中                                 
 

｢ 条第１号

から第５

号までに

規定する

者 

薬剤師、保健師、助

産師、看護師、准看

護師、診療放射線技

師、臨床検査技師、 

臨床工学技士及び歯 

14,700円以内 る日当額を基礎

として富山県一

般職の職員との

均衡を考慮して

算定した額以内 

の職員の旅費

相当額  
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  科衛生士    ｣ 

 を 
 

｢ 条第１号

から第５

号までに

規定する

者 

薬剤師、栄養士、管

理栄養士、保健師、

助産師、看護師、准

看護師、診療放射線

技師、臨床検査技師、 

理学療法士、作業療 

法士、臨床工学技士、 

言語聴覚士、歯科衛

生士及び歯科技工士 

14,700円以内 る日当額を基礎

として富山県一

般職の職員との

均衡を考慮して

算定した額以内 

の職員の旅費

相当額 

｣ 

 に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定中第11条に１項を加える改正規定及び別表第２の改正規定（「第 

 ４号」を「第５号」に、       
 

｢  土木技術者及び建築

技術者 

15,600円以内   

｣ 

 を 
 

｢  保育士、社会福祉士、 

介護福祉士、介護支

援専門員、精神保健

福祉士、公認心理師

及び児童福祉法（昭

和22年法律第 164号） 

第24条の26第２項に 

14,700円以内  
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  規定する指定障害児

相談支援又は障害者

の日常生活及び社会

生活を総合的に支援

するための法律（平

成17年法律第 123号） 

第51条の17第２項に

規定する指定計画相

談支援に従事する者

として内閣府令で定

める者 

   

」 

 土木技術者及び建築

技術者 

15,600円以内 

 に、「第５号から第10号まで」を「第６号から第11号まで」に改める部分に限る。） 

 並びに第２条の規定による改正後の富山県災害救助法施行規則の規定は、令和７ 

 年７月１日以後に発生した災害について適用し、同日前に発生した災害について 

 は、なお従前の例による。 

３ 第１条の規定による改正前の富山県災害救助法施行規則に定める様式による用 

 紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

                              （防 災 課）  

 

 

 富山県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する規則 

を公布する。 

  令和８年４月17日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県規則第36号 

   富山県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改    

   正する規則 

 富山県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則（昭和41年富山県規則 
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第34号）の一部を次のように改正する。 

 第17条第２項を削る。 

 様式第24号中 

「 ２ 審査結果 

   ⑴ 引き続き現在の入院形態での入院が必要と認められる。 

   ⑵ 他の入院形態への移行が適当と認められる。 

   ⑶ 入院の継続の必要は、認められない。              」 

を 

「 ２ 審査結果等 

   ⑴ 審査結果 

 

   ⑵ 理由                             」 

に改める。 

 様式第25号中 

「 ２ 審査の結果 

   ⑴ 請求のあつた                   に関する処 

    遇は適当と認める。 

 

   ⑵ 請求のあつた                   に関する処 

    遇は適当でない。                        」 

を 

「 ２ 審査結果等 

   ⑴ 審査結果 

 

   ⑵ 理由                             」 

に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 
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２ この規則による改正前の富山県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行 

 規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することがで 

 きる。 

                             （健康対策室）  

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

告      示 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

富山県告示第245号 

   指定漁船の全部を普通損害保険に付すべきことにつき同意を求めるた    

   めの届出について 

 漁船損害等補償法施行令（昭和27年政令第68号）第５条第１項の規定により漁船 

損害等補償法（昭和27年法律第28号）第 112条第１項の規定による同意を求めるた 

めの届出があったので、同令第５条第３項の規定により次のとおり公示する。 

 なお、漁船損害等補償法施行令第５条第２項に規定する指定漁船調書は、富山県 

農林水産部水産漁港課及び富山市四方港町87番地、とやま市漁業協同組合において 

令和８年４月17日から令和８年５月１日まで縦覧に供する。 

  令和８年４月17日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

発起人の氏名及び住所 加 入 区 その他 

道井 秀樹 

 富山市岩瀬天神町89－１ 

網谷 一吉 

 富山市岩瀬天神町41番地 

松井 博和 

 富山市水橋常願寺523番地 

富山加入区 

富山市（平成17年３月31 

日における富山市及び婦 

負郡婦中町の区域に限る。） 

及び射水市本江の区域 

とやま市漁業協同組 

合に対し、漁船損害 

等補償法第 113条第 

１項の申出をする。 

 

 

富山県告示第246号 

   指定公金事務取扱者の指定について 
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 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 243条の２第１項に規定する指定公金事務 

取扱者を指定したので、同条第２項及び富山県会計規則（昭和62年富山県規則第17 

号）第 151条の２の規定により告示する。 

  令和８年４月17日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 指定公金事務取扱者の名称及び住所又は事務所の所在地 

  富山県富山市町村 195番地４ 

  株式会社ママスキー 

２ 指定公金事務取扱者が受託した公金事務に係る歳入等又は歳出 

  ひとり親家庭応援事業加盟店管理業務におけるポイント支払事務 

３ 指定公金事務取扱者が公金事務を受託した期間 

  令和８年３月13日から令和８年11月30日まで 

４ 指定公金事務取扱者を指定した日 

  令和８年３月13日 

 

 

富山県告示第247号 

   指定公金事務取扱者の指定について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 243条の２第１項に規定する指定公金事務 

取扱者を指定したので、同条第２項及び富山県会計規則（昭和62年富山県規則第17 

号）第 151条の２の規定により告示する。 

  令和８年４月17日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 指定公金事務取扱者の名称及び住所又は事務所の所在地 

  東京都千代田区麹町１丁目６番地２号 

  社会福祉法人日本保育協会 

２ 指定公金事務取扱者が受託した公金事務に係る歳入等又は歳出 

  保育士登録業務における手数料の収納及び支出に関する事務 

３ 指定公金事務取扱者が公金事務を受託した期間 
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  令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

４ 指定公金事務取扱者を指定した日 

  令和８年４月１日 

 

 

富山県選挙管理委員会告示第34号 

   公職の候補者等が個人演説会等を開催することができる施設の指定に 

   ついて 

 公職選挙法（昭和25年法律第 100号）第 161条第１項第３号に規定する公職の候 

補者等が個人演説会等を開催することができる施設として次の施設を指定した旨、 

魚津市選挙管理委員会から報告があったので告示する。 

  令和８年４月17日 

                  富山県選挙管理委員会 

                     委 員 長 堀  内  康  男  
 

施設の名称 施設の所在地 

魚津市上中島コミュニティセンター 魚津市下椿８番地 

 

 

富山県選挙管理委員会告示第35号 

   公職の候補者等が個人演説会等を開催することができる施設の指定の    

   取消しについて 

 公職選挙法（昭和25年法律第 100号）第 161条第１項第３号に規定する公職の候 

補者等が個人演説会等を開催することができる施設として指定されていた次の施設 

について、指定を取り消した旨、富山市および魚津市選挙管理委員会から報告があ 

ったので告示する。 

  令和８年４月17日 

                  富山県選挙管理委員会 

                     委 員 長 堀  内  康  男  
 

施設の名称 施設の所在地 
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富山市大沢野会館 富山市高内 365番地  

魚津市上中島多目的交流センター 魚津市下椿８番地 

魚津市上中島コミュニティセンター 魚津市吉野1280番地９ 

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公      告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

令和８年度狩猟免許試験の実施 

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）第 

41条に規定する狩猟免許試験を次のとおり実施するので、鳥獣の保護及び管理並び 

に狩猟の適正化に関する法律施行規則（平成14年環境省令第28号）第51条第２項の 

規定により公示する。 

  令和８年４月17日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 試験の日時等 
 

開催回 日  時 場  所 申請期間 

第１回 
令和８年６月21日（日）

午前10時から 

富山県民会館 

（富山市新総曲 

輪４番18号） 

令和８年５月15日（金）から 

同年５月29日（金）まで 

第２回 
令和８年８月29日（土）

午前10時から 

令和８年７月24日（金）から 

同年８月７日（金）まで 

第３回 
令和９年２月10日（水）

午前10時から 

令和９年１月８日（金）から 

同年１月23日（金）まで 

２ 受験手続 

  狩猟免許申請書を富山県生活環境文化部自然保護課又は最寄りの富山県農林振 

 興センターに提出すること又は電子申請によりWeb上から申請すること。 

３ その他 

  詳細については、富山県生活環境文化部自然保護課又は最寄りの富山県農林振 

 興センターに問い合わせること。 
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令和８年度狩猟免許更新に係る適性試験及び講習の実施 

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）第 

51条第２項の規定による狩猟免許の更新に係る適性試験及び同条第４項に規定する 

講習を次のとおり実施するので、公示する。 

  令和８年４月17日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 適性試験及び講習の日時等 
 

開催回 日  時 場  所 申請期間 

第１回 
令和８年８月８日(土) 

午前９時から 
富山県総合体育 

センター 

（富山市秋ケ島

183番地） 

令和８年６月12日（金）から 

同年６月30日（火）まで 

第２回 
令和８年８月９日(日) 

午前９時から 

２ 受験手続 

  狩猟免許更新申請書を富山県生活環境文化部自然保護課又は最寄りの富山県農 

 林振興センターに提出すること。 

３ その他 

  詳細については、富山県生活環境文化部自然保護課又は最寄りの富山県農林振 

 興センターに問い合わせること。 

 

 

令和７年度富山県特定調達に係る苦情の受付及び処理の状況の公表 

 富山県特定調達に関する苦情処理手続要領（平成12年富山県告示第 153号）８の 

規定により、令和７年度における特定調達に係る苦情の受付及び処理の状況を次の 

とおり公表する。 

  令和８年４月17日 

                                        富山県知事 新  田  八  朗  

 受付及び処理の件数 なし 
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都市計画公聴会の開催 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第16条第１項の規定により富山県都市計画 

公聴会を次のとおり開催するので、富山県都市計画公聴会規則（昭和44年富山県規 

則第45号）第２条の規定により公示する。 

 令和８年４月17日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 公聴会期日及び場所 
 

開催期日及び時間 場  所 

令和８年５月27日（水） 

午後７時から 

富山市新総曲輪４番18号 

富山県民会館 304号室 

令和８年５月28日（木） 

午後７時から 

射水市戸破4200番11号 

救急薬品市民交流プラザ１Ａ・Ｂ 

令和８年５月29日（金） 

午後７時から 

高岡市中川園町13番１号 

富山県高岡文化ホール多目的小ホール 

２ 案件の概要 

 富山高岡広域都市計画市街化区域及び市街化調整区域の区分の変更案作成の件 

 ⑴ 市街化区域及び市街化調整区域の区分 

  別紙図面表示のとおり 

  （「別紙図面」は、省略し、富山県都市計画公聴会に係る案の縦覧場所に備 

  え置いて一般の縦覧に供する。） 

 ⑵ 人口フレーム                             
 

          年 次 

区 分 

平成27年 

(基準年) 

令和13年 

(基準年の16年後) 

都市計画区域内人口 ６０３．５千人 ５５８．６千人 

 

市街化区域内人口 ４７０．５千人 ４６１．４千人 

 

配分する人口  ４５９．２千人 

保留する人口    ２．２千人 

 
（特定保留）    ０．０千人 

（一般保留）    ２．２千人 
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３ 公述の申出要領 

  富山県都市計画公聴会規則第３条の規定により富山県都市計画公聴会に出席し 

 て意見を述べようとする者は、別記様式による「公述申出書」１通を開催期日の 

 １週間前までに富山県土木部都市計画課に提出すること（郵便による場合は、同 

 日までに必着とすること。）。 

 なお、公述の申出に際し、公述の要旨に同種のものが多数あるときは、公述人を 

制限することがある。 

４ その他 

 ⑴ 富山県都市計画公聴会に関しては、この公告に定めるもののほか、富山県都 

  市計画公聴会規則の定めるところによるものとする。 

 ⑵ 富山県都市計画公聴会に関する問い合わせ先及び文書の送付先 

   富山県土木部都市計画課 

   富山市新総曲輪１番７号（郵便番号930-8501） 

   電話番号 076-444-3346 

 ⑶ 富山県都市計画公聴会に係る案の縦覧場所 

   富山県土木部都市計画課 

   富山市活力都市創造部都市計画課 

   高岡市都市創造部都市計画課 

   射水市都市整備部都市計画課 
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別記様式 
 

公 述 申 出 書 

 令和８年５月 日に開催される富山高岡広域都市計画に関する富山県都市  

 計画公聴会において、次のとおり意見を陳述したいので申し出ます。 

                          令和 年 月 日  

 富山県知事 新田八朗殿 

  公述申出人 

   住所               電話番号 

   氏名 

   公述の場所 

   意見の要旨 

   その理由 

 備考・意見の要旨とその理由並びに住所及び氏名を必ず記載して下さい。記載 

    漏れがある場合は、受理できませんので注意して下さい。 

   ・意見の要旨とその理由とを区分して 400字以内に簡潔・明瞭にお書き下 

    さい。 

   ・記載された個人情報は、当公聴会以外の目的には使用しません。 

 

 

公聴会の開催 

 漁業法（昭和24年法律第 267号）第64条第８項で準用する同条第５項の規定によ 

り、富山海区における区画漁業の漁場計画の変更に係る公聴会を次のとおり開催す 

る。 

  令和８年４月17日 

                   富山海区漁業調整委員会 

                      会 長 網  谷  繁  彦  

１ 開催日時  令和８年５月19日（火）午後１時30分から 

２ 開催場所  富山市新総曲輪１番７号 

        富山県防災危機管理センター５階研修室５-Ａ 

３ 案  件  区画漁業の漁場計画の変更について（区画漁業権５件（新規）） 

付記 
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１ 公聴会において意見を述べようとする者（当該海区における漁業権者、入漁権 

 者、漁業権漁業の経営者、漁業協同組合関係者、その他利害関係のある者）は、 

 住所、氏名、年齢、従事する職業及び発言内容の要旨を書面に記載し、令和８年 

 ５月11日（月）までに富山海区漁業調整委員会事務局（富山市桜橋通り５番13号 

 富山興銀ビル４階）へ提出（必着）すること。 

２ この公告に係る区画漁業の漁場計画書及び漁場図は、次の場所に備え付け閲覧 

 に供する。 
 

閲 覧 場 所 住  所  地 

富山県農林水産部水産漁港課 
 
富山海区漁業調整委員会事務局 

富山市桜橋通り５番13号富山興銀ビル４階 
 
富山市桜橋通り５番13号富山興銀ビル４階 

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

正      誤 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 令和８年３月30日付け号外⑵富山県教育委員会訓令第２号「富山県教育委員会文 

書管理規程の一部を改正する訓令」中 
 

頁 
 
13 

行 
 

上から15 

誤 
 
この条例の 

正 
 
この訓令の 

 

 令和８年３月30日付け号外⑵富山県教育委員会訓令第３号「富山県立学校文書管 

理規程の一部を改正する訓令」中 
 

頁 
 
15 

行 
 

上から9 

誤 
 
この条例の 

正 
 
この訓令の 
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